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１．日本の高レベル放射性廃棄物政策の概要



特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律

－高レベル放射性廃棄物の管理・処分に関して総合的に規定（最終処分法）
－2000年に制定
－目的「発電に関する原子力の適正な利用に資するため」「発電に関する原子力に
係る環境の整備を図」るための最終処分政策実施
→最終処分地選定が原発推進に紐づいている！

－経済産業省が特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針（核ごみ基本方針）を
作成・公表

－事業者：NUMO（原子力発電環境整備機構）
→職員や資金はほぼ電力会社から出ている

－処分費用：約4兆円（積立額は現在367.3億円）

経産省HP



現在の核ごみ基本方針

－2015年に制定
－現世代の責任として将来世代に負担を先送りしない
－地層処分が現時点において最も有望
－事業の実現が社会全体の利益、調査実施地域に対し敬意や感謝の念を広く共有
－文献調査や概要調査を受け入れた広域及び基礎自治体の長の意見を聴き、十分に尊重
－文献調査実施地域での「対話の場」設置：多様な関係住民が参画し、最終処分事業に
ついて、情報を継続的に共有し、対話を行う場

－調査受け入れ地域の自立的発展や住民との共生のために電源三法交付金を交付



日本の高レベル核廃棄物政策

資料：経済産業省（2016）

－原発の運転により使用済み核燃料が発生。原発建屋の貯蔵プールに保管。
－日本は使用済み燃料を再処理し、ウランやプルトニウムを燃料として再利用しつつ、
その過程で発生する高レベル放射性廃液をガラス固化した上で処分。全量再処理。

－製造直後のガラス固化体は20秒そばにいただけで死亡するほどの放射線量
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日本の高レベル核廃棄物政策
－六ヶ所再処理工場は26回目の稼働延期。2016年にもんじゅ廃炉決定。プルサーマル
発電により生じる使用済みMOX燃料の再処理は技術的に不確実
→事実上核燃サイクルは破綻
→核燃料サイクルを詳しく知りたい方は当室の特設サイトへ：http://cnic.jp/rep/

図：FoE Japan（2022）を修正



日本の高レベル核廃棄物政策

資料：包括的技術報告書（2021）

－ガラス固化体は約2500本。現有の使用済み核燃料をすべて再処理すれば2万6000本。
－最終処分場に4万本以上を処分。プルトニウム400~500トン発生（原爆5万発以上！）
－その他、TRU廃棄物も処分。
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日本の使用済み核燃料貯蔵状況

資料：NUMO（2021）

－使用済燃料貯蔵量は計1万9000トン。貯蔵容量は2万4000トン。約80％占有。
－青森県六ケ所村の再処理施設にある貯蔵施設には約3000トンあり、ほぼ満杯
－核燃料サイクルを放棄をすると、約3000トンが送り返され、原発運転に支障
－5年後には関西電力の5基（美浜・高浜・大飯）でほぼ満杯
－福井県の意向で関西電力はサイト内の乾式貯蔵進まず→このままでは原発が停止する
→政府も電力会社も責任回避と原発の継続のため破綻した核燃料サイクルを維持したい



地層処分

資料：経済産業省（2016）

－地下300~500ｍに処分。
－人口バリアと天然バリアの多重バリア
－10万年の隔離必要
－2017年には科学的特性マップ公表
－地層処分決定時も科学的特性マップ作成時も
批判的専門家を交えた大々的な議論せず

－現在文献調査の評価方法を審議している
地層処分WGも地層処分に根本的な
批判をする専門家入らず
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処分場選定プロセス
－３段階の処分地選定プロセス：文献調査・概要調査・精密調査
－文献調査：過去の地震等の履歴、活断層・火山の位置などの文献を調査。2年程度。
－交付金：文献調査には2年で20億円、概要調査には4年で70億円
－各段階の次に進む場合には「都道府県知事と市町村長のご意見を聴き、尊重」し、
「当該都道府県知事又は市町村長の意見に反して先へ進まない」

－選定過程の問題点
・交付金目当ての首長の独断専行を防止する手立てがない→地域の分断へ
・「意見に反して先へ進まない」としているが、調査の撤回ではなく自治体に拒否権もなし

経産省（2022）



「理解促進」活動

〇対話型全国説明会
－155カ所以上で開催

〇「関心グループ」形成促進
－NUMO支援の下、全国で約160の
関心グループが勉強会や情報発信

－科学的特性マップを使用した「対話型全国説明会」開催と「関心グループ」形成促進
－一方的な「丁寧な説明」「理解の醸成」のみで政策変更を前提としていない

経産省HP



前提から誤った高レベル核廃棄物政策

－原発の継続運転のための処分場探しという目的は正しい？
－交付金誘導でいいの？
－核燃料サイクル＋使用済み核燃料の全量再処理：環境・経済・技術的に合理的？
－ガラス固化体4万本以上処分想定：プルトニウム400トン以上発生許容できる？
－地層処分は本当に可能？科学的特性マップは科学的？

・現在の高レベル核廃棄物政策は前提がそもそも崩壊
・私たちはこれらの前提に合意したことがありますか？
・破綻し、合意のない政策に対する「理解促進」に意味はありますか？
→政府と電力会社の責任回避により地域の分断が生じる！
→敬意と感謝の気持ちなんて持てっこない！



日本学術会議の提言

－2010年に政府が依頼。国民に対する説明や情報提供のあり方についての提言を求める
→2011年の福島原発事故の影響で政府の政策に対する根本的批判的提起

－2012.9 報告書「高レベル放射性廃棄物の処分について」提出。6つの提言。

政策の抜本的見直し
失敗は政策の説明不足ではない。既存の政策枠組みの白紙
撤回と再検討。

科学・技術的能力の限界の認識
地層処分の科学的知見の限界。専門的・独立的な開かれた
討論の場

暫定保管と総量管理 多様な利害関係者が討論できるよう大局的方針をまず決定

負担の公平性に対する説得力
ある決定手続き

金銭的便益中心の政策手段は不適切

多段階合意形成の手続き 第三者による討論コーディネート、最新の科学的知見共有

長期的な粘り強い取組み
限られた利害関係者による合意形成＋当該地域への経済的
な支援では問題解決はかえって紛糾



２．寿都と神恵内で進む文献調査



北海道・寿都町と神恵内村で文献調査

－2020年10月、北海道の寿都町が応募、神恵内村は政府の申し入れ受諾
－寿都町は人口約2800人、神恵内村は人口約780人

寿都町 神恵内村
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寿都町で進む地域の分断

－2020年8月13日に寿都の片岡町長が住民に周知せず突然文献調査の応募検討を表明
→1週間後、反対の住民組織「子どもたちに核のゴミのない寿都を！町民の会」
（町民の会）結成」

－町民の会は署名運動、住民投票要求など展開するも、町長は10月に応募を強行
－住民投票条例制定も50％以上の投票率で開票
－2021年10月、片岡町長が調査反対派を破り再選
－最近他地域で応募があれば勉強会開催の意思、住民投票は明言せず
－地域の分断：賛成・反対に分かれ、会話なくなる。賛成派・反対派の店に行かない。
挨拶しない。

www.nippon.com



対話の場
－目的：適切な情報提供の下、地層処分や町の将来について議論を深める
－運営：NUMOと自治体（事業者や応募自治体の都合のいい運営が可能）
－構成員：寿都町では町役場指名により調査賛成派で構成。
－対話の場の理念：聞こえはいいが、順守されていない
→町民の会は強い不信感「一方的な事業説明「住民懐柔」「町づくりに介入するな」
「分断をもたらした組織が町づくりに関わるなんて許せない！」

原子力産業新聞

NUMO（２０２２）



３．核ごみ基本方針改定案の問題点



特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針改定の動き
－2022年12月22日に岸田首相がGX実行会議で政府を挙げての文献調査実施拡大指示
－どうやら経産省・放射性廃棄物対策課と事前調整せずトップダウンで指示
－2023年2月10日の第8回最終処分関係閣僚会議で基本方針改定案公表
－国は、政府一丸となって、かつ、政府の責任で、最終処分に向けて取り組んでいく

経産省（２０２３）



－「関係府省庁連絡会議」及び「地方支分部局連絡会議」：前者は4月、後者は5月に
発足か？応募検討する地域の町づくりへの関心や意向把握。第3の候補地以降。

－国・NUMO・電力の合同チームによる全国行脚：個別に首長を訪問。最新情報共有し
対話。100以上目標。
→訪問の基準：科学的特性マップの濃いグリーン。対話型全国説明会でのつながり。
関心グループ多い場所。訪問事実や内容の公開は非公開か。

－国と関係自治体との協議の場：調査応募に向けた課題や対応を議論・検討。解決
目指す。自治体名は非公開
→参加自治体：まず全国知事会で説明会、首長との個別訪問を行い、その中から
関心を持った自治体に限って協議の場に入ってもらう

－関心地域への国からの段階的な申入れ：商工会には首長に文献調査応募、地方議会
議員には応募議案提出への「呼びかけ」

核ごみ基本方針改定案の新しい内容



－交付金額は増やさないが使い方の細やかなサポート
－省エネや再エネ（環境省）、研究開発促進（文科省）、農林水産振興（農水省）
地域資源の商材化（内閣府地方創生推進室）、地域包括ケアシステム（厚労省）など

→「地層処分の安全性を喧伝しつつ交付金に釣られるのを待つ」から「→交付金を
エサに、関心を持った途端に省庁丸抱えで町づくりに介入・取り込み」

核ごみ基本方針改定案の新しい内容

経産省（２０２３）



不透明な基本方針改定案作成プロセス
－放射性廃棄物WGでの実質的な議論なく改定案を作成
→経産省に親和的委員で多数構成されるWGでの形式的な議論すら踏まえず

－改定案をWG委員や一般市民よりも前に与党に共有
－3月2日の第38回WG：すでに根回しが完成した改定案へのお墨付きを与えて終了か。
－3月12日までパブコメを受け付け、その後3月中に閣議決定か。



今後起こりうるまずい展開
－寿都や神恵内で関係府省庁連携でのより包括的な町づくりの介入も
－水面下で議会が文献調査に関心を示している長崎県対馬市が「段階的な申し入れ」の
対象に。地元経済団体など他団体への介入の動きも。

－国・NUMO・電力合同チームが対馬市長を訪問？
－すぐに応募しなくても「協議の場」で応募に向けた戦略会議？
→頃合いを見計らって対馬市長が応募？あるいは国が申し入れ？
→対馬で文献調査決定により寿都が概要調査に向けた勉強会＆住民投票へ？

寿都や対馬、その他関心地域で分断の拡大・加速化の懸念！



基本方針改定案の問題点

政府を挙げた最終処分選定プロセスの加速化

地域分断の拡大・加速化



４．パブコメを書いてみよう



パブコメの書き方
－2月10日～3月12日まで核ごみ基本方針改定案へのパブリック・コメント受付中
－パブコメHP（当室HPにリンク先あり）で応募方法のご確認を：サイトから直接送信、
事務局へメール、郵送も可

－①、②などの機種依存文字は避ける
→「機種依存文字チェッカー」（ https://form.submitmail.jp/tools/check/ ）などの
サイト活用。

－そもそも論から具体的な文言への批判まで自由に意見提出可能



パブコメの例①：そもそも論

使用済み核燃料の全量再処理ってあり得ない。なぜなら
青森県六ケ所村の再処理工場はもう26回も延期している。
もんじゅも廃炉になった。事実上、核燃料サイクルは
破綻しているし、環境・経済・技術的に合理性はまったく
ないのだから使用済み核燃料の全量再処理を見直すべき。
それにガラス固化体4万本以上処分想定って、その過程で

原爆の原料になるプルトニウムが400トン以上発生する。
そんなの許容できない。
現行の核ごみ処分政策を根本から見直す必要がある。

だから現在進行している寿都と神恵内の文献調査も白紙に
するべき。改定案のように選定プロセスを加速化させる
のは、政策の誤りを正さない無責任そのもので大反対。



パブコメの例②：「責任」について

基本方針で「現世代の責任として将来世代に負担を先送り
しない」とか言っているのに、核のごみを出し続けている
責任を問わないのは意味不明。本当の現世代の責任はこれ
以上、核のごみを出さないこと。だから脱原発の年度を
決めて、核のごみの総量を規制するべき。核ごみ処分の
目的も「原発の適正な利用に資する」は削除すべき。
それに改定案には「政府の責任で最終処分に向けて取り

組んでいく」って言っているけど、すでに文献調査をごり
押しした責任はどうとるの？寿都では賛否で町が分断され、
仲良かったコミュニティが破壊された。その責任を取らずに
いるのに、政府が責任とか言う資格なし。



パブコメの例③：交付金と町づくり

交付金という金銭的便益が政策推進の中心になっている
のは納得できない。これでは貧しい自治体の首長が交付金
目当てで独断的に応募してしまう。寿都町でそれが起こった。
交付金の交付は見直すべき。
それに交付金を足掛かりにして町づくりにNUMOが介入

するのはいかがなものかと思う。対話の場でも町づくりの
話をしているというが、そうやって交付金で住民を懐柔する
ようなやり方は住民自治の精神を蝕む。実際、町づくりに
介入するNUMOへの強い不信感を寿都住民から聞いている。
したがって、改定案で関係府省庁が連携して調査受け入れ

地域の町づくりに介入することに強く反対する。



パブコメの例④：地層処分と科学的特性マップ

4つのプレートが衝突する日本で地層処分が本当に可能
なのか心配。フィンランドで地層処分が始まるというけれど
地質や地盤が日本と全然違う。
科学的特性マップも地層処分を前提としていて、いくら

説明されても納得行かない。そもそも地層処分や科学的特性
マップを議論した時に、それに批判的な専門家はほとんど
入っていない。今、文献調査の評価の仕方を審議している
地層処分技術ワーキンググループも同じ問題を抱えている。
改定案でも「科学的特性マップを通じ、国民の理解と協力

を得ることに努める」とか言っているけど、理解できない。
現在の科学的・技術的知見の限界を認め、地層処分に批判的
な専門家も入って、議論をやり直すべき。



パブコメの例⑤：プロセスの透明性

すべてにおいてプロセスが不透明。寿都のように、首長が
住民に知らせず、独断で応募できてしまう。熟議に基づいた
住民投票などの意思決定を保障すべき。
改定案でも不透明さは変わっていない。国・NUMO・電力

の合同チームによる自治体訪問や国と関係自治体との協議の
場は公開されないのならすべきではない。国の段階的な申し
入れも地域の一部勢力の動きを後押しするだけで、地域社会
全体で公開の議論や熟議に貢献しない。
応募した調査をやめられるかどうかも不透明。基本方針

では「当該都道府県知事又は市町村長の意見に反して先へ
進まない」と言うけれど、調査からの撤退とは言っていない。
法律に当該自治体の拒否権を保障すべき。



パブコメの例⑥：暫定保管と公論形成

使用済み核燃料の総量を規制して、100年単位の暫定保管
をすべき。その間に高レベル放射性廃棄物政策を根本から
見直すための公論形成を行うべき。またその間に処分に
関する知見の増進や技術の進歩が期待できる。
核ごみに関する公論形成は、原発推進の経産省が行うの

ではなく、独立性の高い第三者的な機関が担うのがよい。
だから「対話の場」もNUMOが事務局を担うのはよくない。
改定案では自治体との「相互理解」や全国知事会の場で

「丁寧な対話」と言っているが、内容が空疎だ。国民の参加
と熟議による政策の抜本的見直しがない限り、政府がいくら
説明を繰り返しても、処分地選定は先へ進まない。



ご清聴ありがとうございました！
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